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PDM Project Design Matrix 
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－1－ 

第１章 調査の概要 
 
１－１ プロジェクトの背景 

ボツワナ共和国（以下「ボツワナ」）は、地上デジタル放送の方式決定において車載向け放送

で優位性があることや携帯端末向け放送が実用化されていることなどを評価し、2012 年 2 月、ア

フリカで初めて日本方式地上波統合デジタル放送サービス（ Integrated Services Digital 
Broadcasting-Terrestrial：ISDB-T）を採用することを発表した。南部アフリカ開発共同体（Southern 
African Development Community： SADC）では 2013 年、国際電気通信連合（ International 
Telecommunication Union：ITU）では 2015 年をアナログ停波の期限としており、ボツワナは国内

の地上デジタル放送化が急務となっている。 
しかし、ボツワナでは 2013 年 10 月現在、地上デジタル放送送信機は試験放送用の 1 基のみし

かないことに加え、地上デジタル放送本格導入にあたってのチャンネルプラン等のマスタープラ

ン作成、データ放送やハイビジョン画質による地上デジタル放送の特長を生かした番組制作技術、

スタジオ機材や地上デジタル放送機材の調達、またその運用のための技術・制度等、さまざまな

場面において知見・資機材が不足している状況であり、これらの状況を改善し、アナログ放送か

らデジタル放送へのスムーズな移行を行うため、わが国に対して技術協力プロジェクトを要請し

た。 
SADC 加盟国は原則として地上デジタル放送ヨーロッパ方式を採用することになっているにも

かかわらず、日本方式の技術的優位性にかんがみ、ボツワナは今回 ISDB-T 方式の採用を決定し

たという背景があり、地上デジタル放送への完全移行を他国に先駆けて実現させた日本の技術・

経験への期待は大きい。ボツワナにおいて、本技術協力によりスムーズな地上デジタル放送の導

入が行われた場合、他の途上国への日本方式採用への足掛かりとなることも期待される。 
 

１－２ 調査の目的 

本詳細計画策定調査はカウンターパート（Counterpart：C/P）機関をはじめ関係機関と意見交換

を行い、プロジェクトの枠組みについて合意形成することを目的に行うものである。 
 
１－３ 調査団の構成 

 

担 当 氏 名 所 属 

総  括 三宅 繁輝 JICA 経済基盤開発部 運輸交通・情報通信第二課長 

協力企画 伊勢 大樹 JICA 経済基盤開発部 運輸交通・情報通信第二課 

放送技術 斎藤 彰 八千代エンジニアリング株式会社 

評価分析 島田 徹 有限会社 ADAMIS 
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１－４ 調査日程 

 

月日（曜） 時 間 行 動 

2月9日（日）  （雪のためフライトが欠航） 

2月10日（月） 22:30 成田発（斎藤、島田） 

2月11日（火） 18:25 ハボロネ着（斎藤、島田） 

2月12日（水）

09:00 
11:30 
13:00 
14:30 

放送サービス局（DBS）によるデータ放送関連の現況説明 
DBS による地上デジタル放送移行プロジェクトの現況説明 
質問票回答のフォローアップ 
Joint Taskforce との面談 

2月13日（木）

09:00 
10:00 
11:00 
14:00 
15:00 

 

質問票回答のフォローアップ 
ボツワナテレビ（BTV）スタジオ関連施設視察 
DBS に対しプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）案提示 
Sebele（シビレ）送信所施設視察 
ボツワナ通信規制庁（BOCRA）との面談（PDM 案の説明、質問票

の提示） 

2月14日（金）
13:00 
15:00 

DBS との PDM 案の説明・協議 
国家災害管理事務所（NDMO）との面談 

2月15日（土）
08:50 

 
ハボロネ着（三宅、伊勢） 
団内打合せ、資料・情報整理、ミニッツ(案)作成 

2月16日（日）  資料・情報整理、ミニッツ(案)作成 

2月17日（月）
09:00 
11:00 

BOCRA との PDM 協議 
在ボツワナ日本大使館表敬 

2月18日（火） 11:00 DBS とのミニッツ(案)協議 

2月19日（水）

16:30 
15:30 
18:30 

ミニッツ協議・署名 
JICA ボツワナ支所報告 
在ボツワナ日本大使館報告 

2月20日（木）

11:25- 
12:20 
14:30 

（三宅、伊勢）ハボロネ発 
ヨハネスブルグ着 
JICA 南アフリカ共和国事務所報告 

（斎藤、島田） 
  資料・情報収集 
  eBotswana との面談 

2月21日（金）
08:55  （斎藤、島田）ハボロネ発 
13:35 ヨハネスブルグ発  

2月22日（土）
06:05 
16:10 

シンガポール着（斎藤） 
成田着（三宅、伊勢、島田） 
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１－５ 主要面談者 

 

所 属 役 職 氏 名 

大統領府（MSP） Deputy Permanent Secretary Mogomotsi Kaboeamodimo 

運輸通信省（MTC） Director Cecil Masiga 

DBS General Manager Engineering Daniel Manyake 

Chief Broadcast Engineer Kabo Dikolobe 

Chief Engineer Zibini Makali 

Principal Engineer Calvin Goiletswe 

Principal Broadcast Engineer Constance Kolaatamo 

Principal Broadcast Engineer Maibi Gaotlolwe 

Principal Broadcast Engineer Galani Mothobi 

Executive Producer Salone Senome 

Broadcasting Officer Tshepo Keitheile 

Broadcasting Engineer Tabona Luza 

Information Officer Segametsi Kebonang 

BTV General Manager Bontle Mogtlhwane 

Head of Content Solly Nageng 

Head of Channel Section Polly Bothonqo 

Sports Cabino Kokole 

BOCRA Chief Executive Thari G. Pheko 

Director – Technical Services Bathopi Luke 

Director – Broadcasting Services Caiphus T. Moletsane 

Deputy Director – Standards Cynthia Phiase 

National Digital Terrestrial Television Expert Itumeleng Batsalelwang 

General Counsel Zein Kebonang 

NDMO Chief Programmes Officer Nkosiyabo Moyo 

Principal Programmes Officer Maeletso Miles 

eBotswana General Manager Joyce Manase-Ntau 

Station Manager Thatayaone Gumeda 

在ボツワナ 
日本大使館 

特命全権大使 小林 弘裕 

二等書記官 桜井 真一 

JICA 
ボツワナ支所 

所長 星野 明彦 

企画調査員 宮田 智子 
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第２章 放送分野の現状と課題 
 

２－１ 行政組織 

放送・通信分野を主管するのは運輸通信省（Ministry of Transport and Communications：MTC）

で、その下部組織としてボツワナ通信規制庁（Botswana Communications Regulatory Authority：

BOCRA）がある。BOCRA は、Botswana Communications Regulatory Authority Act に基づいて設立

された電気通信・放送に係る規制機関であり、テレビ、ラジオの放送免許申請の受け付け、番組

スケジュール、コンテンツ、放送規約の順守状況などを監視する役割を担っている。また、国家

放送委員会（National Broadcasting Board：NBB）の事務局及び専門的助言を行う機関として放送

政策、関連法案、戦略や標準制定に関する立案等も行っている。 

 

 
図２－１ BOCRA組織図 

 

２－２ 放送サービス 

大統領府（Ministry of State President：MSP）の下に放送サービス局（Department of Broadcasting 

Services：DBS）が設けられ、ラジオボツワナ（Radio Botswana：RB）とボツワナテレビ（Botswana 

Television：BTV）を運営、国営放送を実施している。DBS 及び BTV の組織図を図２－２及び   

２－３に示す。なお、DBS 組織図のうち、Engineering 及び Corporate Services の部門はテレビとラ

ジオの双方に対するサポートを提供している。各部門の職員数は RB 85 名、BTV 124 名、エンジ

ニアリング 74 名、コーポレートサービス 75 名である。 

 

 

図２－２ DBS組織図 

 

 

Director

Engineering
Botswana 
Television

Corporate 
Services

Radio Botswana

Chief Executive

Deputy Chief 
Executive Operation 

Deputy Chief 
Executive 

Director: Business 
Development

Director: Corporate 
Support

Broadband 
Coordinator

Director: Technical 
Services

Director: 
Compliance & 

Monitoring 



－5－ 

 

 

 

 

 

図２－３ BTV 組織図 

 

BTV の各部門に配置されている職員は以下のとおりである。なお、教育番組は教育省が独自に

教育省の Mochudi センターで制作し、BTV が放送している。ちなみに、BTV が放送する番組の

37％は外部で制作されたもの（民間の番組制作会社が制作した番組を含む）である。 

 ニュース・時事問題：プロデューサー、レポーター、計 28 名 

 番組編成：プロデューサー、計 24 名 

 スポーツ：プロデューサー、レポーター、計 8 名 

 Channel Control：送信プロデューサー等、計 11 名 

 Operations：テクニカルディレクター、カメラ、音声、照明、映像編集等、計 52 名 

 

DBS の経常予算は約 1 億 2,000 万プラ（約 13 億円）、そのうちの BTV の経常予算は約 1,900 万

プラ（約 2 億 1,000 万円）でほぼ一定している。なお、BTV の人件費や機材の維持管理費、衛星

応答機使用料は DBS の予算に含まれている。 

BTV の地上波テレビ放送の開始は 2000 年で、現状におけるサービスエリアは図２－４に示す

とおり1で、DBS の説明によれば人口の約 85％をカバーしているとのことである。なお、2002 年

より DBS 本局から各送信所に対して衛星を経由した番組配信を行っており、この信号は受信機が

あれば家庭で受信することも可能とのことである。BTV は平日の 05:00～24:00、週末は 10:00～

24:00 の間、1 チャンネルの放送を行っている。 

民間地上波テレビ放送はGaborone Broadcasting Corporationが運営する eBotswanaの 1局のみで、

現在、ハボロネから半径約 70km の地域に 24 時間放送を実施している。eBotswana の番組の多く

は南アフリカ共和国（以下、「南アフリカ」）で制作されたものであるが、一定割合以上はボツワ

ナで制作した番組を放送している。また、南アフリカの DStv（Digital Satellite Television）の有料

衛星放送を MultiChoice Botswana を通じて視聴することができる。また、SABC（South Africa 

Broadcasting Corporaton）や CNTV（China Network Television）も視聴できるようであるが、詳細

は確認できなかった。 

RB は、FM（Frequency Modulation）で 2 チャンネル（RB1 と RB2）、AM（Amplitude Modulation）

で 1 チャンネル（RB1）の放送を 24 時間行っている。 

民間ラジオ免許は 3 局に発行されており、Yarona FM、Gabs FM、Duma FM が全国にサービス

を提供している。 

                                                   
1 このサービスエリアは実際は FM ラジオ放送のものであり、UHF を中心としたテレビ放送のカバレージはこの図が示す範囲

より若干狭いとのことである。 

General Manager

SportsProgrammes Channel Control
News & Current 

Affairs
Operations
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図２－４ 地上波テレビ放送サービス範囲（2005 年） 

 

２－３ 開発計画 

２－３－１ 上位計画 

ボツワナ政府は 2010 年から 2015/2016 年度を 終年とする「第 10 次国家開発計画（National 

Development Plan 10：NDP10）を実施している。NDP10 では知識社会の構築、鉱業依存の脱却・

産業の多角化促進、公共サービスの向上、民間セクターの成長促進、情報通信・研究、人的資

源開発、公共安全・治安対策、インフラストラクチャー（以下、「インフラ」）整備及び保全、

サービス産業への投資等が重点項目となっている。 

NDP10 では、放送分野に関して、ITU の地域会議における勧告に従って 2015 年までにアナ

ログ方式からデジタル方式へ移行することを基盤整備の重点項目とするとともに、放送配信範

囲を国土の 65％、人口の 96％に拡大することを目標としている。 

 

２－３－２ 開発プログラム/プロジェクト 

NDP10 における放送分野に関連する開発プログラム/プロジェクトとしては「教育施設整備/

教育テレビ創設プロジェクト」と「メディア施設整備/デジタル移行プロジェクト」の 2 つがあ
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る。 

教育施設整備プログラムは 4 つのサブプロジェクトから成り、そのうちの教育テレビ創設プ

ロジェクトは Mochudi センターのテレビ用既存機材・施設の更新及び関連する人材の育成を行

うものである。 

メディア施設整備プログラムは事務所の拡充、すべての電子メディアの送配信範囲の拡大及

び地上デジタルテレビ放送への移行を含んでいる。なお、地上デジタルテレビ放送への移行に

関しては日本の総務省とボツワナ側の関係機関による共同作業部会が 2013 年 7 月に開催され、

現在は、ボツワナ政府のプロジェクト実施主体としてのプロジェクト管理事務所（Project 

Management Office：PMO）の設立準備中である。 

 

２－４ わが国の支援 

わが国のボツワナ放送分野に対する支援は以下のとおりである。 

 債務救済無償資金協力「教育テレビチャンネル番組編集システム整備」（2010 年） 

 本邦研修「地上デジタルTV 放送技術」（2011～2013年）、「ISDB-T 放送幹部セミナー」（2010、

2012 年）、「デジタル放送技術と機器保守管理」（2010 年） 

 文化無償資金協力「国営テレビ局（BTV）番組ソフト整備計画」（2013 年度） 

 総務省「南部アフリカ地域における ISDB-T を活用した高度データ放送システム普及のため

の調査検討」（2013 年度） 

 総務省「ボツワナ共和国における緊急警報放送実施に向けた調査等」（2013 年度） 

 総務省「ボツワナ共和国及び周辺国における日本方式によるデジタル放送を活用した高度

な教育システムの実現可能性に関する調査」（2013 年度） 

 

２－５ 他ドナーの支援 

放送分野に対する他ドナーの支援は特にない。 
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第３章 地上デジタル放送の現状と課題 
 

３－１ アナログ放送の現状 

ボツワナには、国営放送局（BTV）と民間放送 1 局（eBotswana）が存在する。BTV のアナロ

グ放送の現状人口カバー率は 85％である一方、eBotswana はハボロネ市の送信所から市内及び近

郊のみをカバーしている。 

 

(1) 放送関連の各種法令 

放送に関連する各種法律を表３－１に示す。放送サービスや関連セクターに関する政策や

規制はないが、放送規則では、放送番組の構成は、国内向けが 60%、海外向けが 40%として

いる。 

 

表３－１ ボツワナの通信及び放送に関する主要な法令 

 法規名 施行 主な内容 
1 Telecommunications Regulations 

（電気通信規則） 
1997 ・通信網のサービスに関する事項 

・無線設備のライセンス 
・型式認証など 

2 Telecommunications Act 
（電気通信法） 

2004 ・Communications Regulatory Authority 
Act の施行に伴い廃止 

3 Broadcasting Regulation 
（放送規則） 

2004 ・児童保護など放送に関する規則 
・放送料金など 

4 Broadcasting Act 
（放送法） 

1999 ・NBB の設置 
・公営放送、民間放送の定義など 

5 Communications Regulatory 
Authority Act 
（通信規制庁法） 

2012 ・BOCRA の設立 
・放送、テレビの定義 
・ライセンス事項など 

 

(2) 機材の整備・運用状況 

スタジオ 1：ニューススタジオ 

・ 映像はデジタル、音声はアナログ処理されている。 

・ スタジオに据え付けられているカメラはすべて日本の池上通信機株式会社製で標準

解像度（Standard Definition：SD）仕様。 

・ スタジオ 1 の機器はデジタル移行化の予算で高解像度（High Definition：HD）デジタ

ルに更新される予定。 

・ スタジオ 1 の機器は遅くとも 2015 年 3 月にはデジタル化を完了の予定。 
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写真１ 写真２ 

 

スタジオ 2：多目的スタジオ 

 

 

 

 

 
 

写真３ 写真４ 

 

スタジオ 3 

・ スタジオ 3 は教育省の予算で HD デジタル化される予定。既に入札が進んでいる。 

 

 

 

 

 
 

写真５ 写真６ HD 化準備中の調整室 

 

テレビ送信所 

現在の整備状況を表３－２に示す。 

各送信所の送信機は DBS 本局から衛星を経由して受信した信号を、励振部は現用・予備

の切り替え方式、電力増幅（Power Amplifier：PA）部は並列合成方式にて送信している（図

３－１参照）。また、送信機の監視はすべて遠方監視装置による、集中監視としている。

全国を 7 ブロックに分け、ブロックごとに保守センターが設置され、監視と保守を行って

いる。 

また、図３－２は BTV テレビのほか、FM ラジオ、MW（Middle Wave）ラジオを含めた

送信所の置局マップである。これを見ると、3 メディアを同じ局所に設置しているケース

が多いことが分かる。また、砂漠や国立公園等、広大なエリアが放送の空白地帯になって

いることも分かる。一方で、この空白地帯を電波の緩衝地帯として利用すれば、アナログ、

デジタルの同時放送（サイマル放送）期間のチャンネルの確保がやりやすくなると考えら
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れる。 

 

表３－２ BTV の送信所一覧 

No. 送信所 
使用 
帯域 

チャンネル 
送信機 

出力（kW）
冗長方式 監視方式 

1 Kasane UHF 53 0.2  
 
 
 
 
 
 
 
励振機 2 台方式 
PA 並列方式 
（図３－１参

照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
遠方監視方式 

2 Mabele UHF 34 0.5 
3 Pandamatenga UHF 42 0.5 
4 Selebi Phikwe VHF 9 5 
5 Molalatau UHF 33 1 
6 Francistown VHF 9 2 
7 Matsitama UHF 58 2 
8 Sekakangwe VHF 6 2 
9 Maitengwe UHF 41 0.5 

10 Semowana UHF 24 1 
11 Maope VHF 12 2 
12 Tshabong UHF 49 0.5 
13 Mabutsane UHF 55 3 
14 Werda UHF 23 1 
15 Middlepits UHF 43 0.5 
16 Bokspits UHF 21 0.5 
17 Maun UHF 40 0.5 
18 Sehithwa UHF 55 0.5 
19 Gumare UHF 24 0.5 
20 Sepupa UHF 54 3 
21 Motopi UHF 56 1 
22 Gweta UHF 55 2 
23 Ghanzi UHF 21 2 
24 Newxade UHF 41 0.2 
25 Tsootsha UHF 53 1 
26 Ncojane UHF 22 0.2 
27 Hukuntsi UHF 38 0.2 
28 Kang UHF 40 2 
29 Charleshill UHF 21 2 
30 Serowe UHF 42 1 
31 Sojwe UHF 21 0.5 
32 Mahalapye UHF 27 1 
33 Mopipi VHF 14 2 
34 Letlhakane VHF 9 1 
35 Mmashoro UHF 34 2 
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No. 送信所 
使用 
帯域 

チャンネル 
送信機 

出力（kW） 
冗長方式 監視方式 

36 Chadibe VHF 9 1 
37 Palapye VHF - - 休止中 
38 Sebele VHF 11 5  

 
 
励振機 2 台方式 
PA 並列方式 
（図３－１参

照） 

 
 
 
遠方監視方式

39 Gabane VHF 11 10 
UHF 58 2 

40 Mabule UHF 53 0.5 
41 Sesung VHF 9 3 
42 Olifhants Drift UHF 41 0.2 
43 Senyamadi UHF 43 2 
44 Lobatse UHF 39 2 
45 Kanye UHF 47 0.5 
46 Ntsweseolo UHF 35 1 
47 Jwaneng UHF - - 休止中 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ アナログ送信機 ブロック系統図 
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図３－２ BTV の送信所位置図 

 

以下はハボロネ近郊のシビレ送信所見学時の写真である。 

    

 

 

 

 

 

 写真７ 送信所鉄塔   写真８ 送信アンテナ   写真９ 各送信所の状況をモニター

画面で監視 

 

(3) 運営予算 

ラジオとテレビのスタジオの保守全体に約 170 万プラ（約 1,900 万円） 

ラジオとテレビの送信機の保守全体に約 560 万プラ（約 6,200 万円） 

衛星回線使用料 約 2,400 万プラ（約 2 億 6,400 万円） 

また、スタジオ機材のデジタル化対応のための予算としては、2014年と 2015年の間に 4,200
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万円を計上してある。2014 年 3 月にはスタジオ一つとアップリンクの機材調達と据え付けを

行う。 

 

３－２ 地上デジタル放送化計画の進捗状況 

３－２－１ 概 要 

日本の地上デジタル放送方式（ISDB-T）は、  

① ワンセグを利用した携帯端末での放送視聴が可能なため、電力事情が悪くテレビ受像機

が普及していない地域やテレビ受像器を購入する余裕がない貧困層にも携帯端末へのワ

ンセグ放送により番組供給が可能となる、 

② 緊急警報放送の機能を用いて防災・減災のための緊急放送や疫病等生活に関する情報伝

達も可能となる、 

といった、他の放送方式にはない特長があり、ボツワナは、車載向け放送で優位性があるこ

とや日本にて携帯端末向け放送が実用化されていることなどを評価し、2012 年 2 月、アフリカ

で初めて ISDB-T を採用することを発表した。特に視覚的な情報を政府から住民に対して伝達

できる文字・イラストを用いて提供が可能となるデータ放送は、番組制作技術やアプリケー 

ションソフト、過去の放送実績、運用ノウハウ等の面で日本が世界 先端の競争力を有してい

る分野であり、海外へのシステム輸出が期待できる。 

一方、ボツワナでは、地上デジタル放送送信機は欧州メーカーから欧州方式用のものを既に

6 式調達済みであるが、送信機を構成する励振機の内部スイッチで ISDB-T への切り替えが可能

である。 

地上デジタル放送本格導入にあたって、2015 年 3 月までの大都市におけるアナログ停波及び

2015 年 12 月までの全都市アナログ停波が大きなマイルストーンである。南アフリカ等、SADC

との周波数干渉を含む周波数計画の協議も既に始まっている。 

また、DBS は、地上デジタル放送用のチャンネルプランの策定に向け、サービスカバレージ

の予測をコンサルタントを雇用して 2014 年 4 月に実施する予定である。しかしながら、デジ

タル放送の基本的技術やハイビジョン画質（HD）やデータ放送による地上デジタル放送の特長

を生かした番組制作技術、スタジオ機材や送信機材の調達、またその運用のための技術等、さ

まざまな事項についての知見・錬度が不足している。 

現在、地上デジタル放送本格導入のためのマスタープランを策定するために、MSP は関連省

庁及び国営・民間放送機関から専任者を集め、地上デジタル放送移行のプロジェクト組織であ

る PMO の立ち上げ準備中で、メンバーは日本の総務省との共同作業部会のボツワナ側メンバ

ーとほぼ同じとのことである。 

 

３－２－２ デジタル設備の現状 

BTV は首都ハボロネにメインスタジオをもち、10km 程度離れたシビレに送信所がある。こ

れらの設備により、ISDB-T のデータ放送の実験を実施している（写真 10、11）。 

ニューススタジオ（スタジオ１）のカメラは既に SD 仕様となっており、その他の機材は 2015

年 3 月に HD 化完了の予定である。また、スタジオ 3 は教育省の予算による HD 化の入札が 2014
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年 4 月末をめどに進行中である。なお、ニュース取材用（Electric News Gathering：ENG）カメ

ラはすべて HD 対応可能である。 

 

 

 

 

 

 

 
 

写真 10 データ放送の画面 写真 11 実験用 ISDB-T デジタル送信機（左端） 

 

唯一の民間放送局である eBotswanaについては、スタジオ側の機材は既にHD化対応済みで、

衛星での全国放送を計画しており、国にライセンスを申請している。また、地上波もデジタル

化し、継続放送を予定している。 

 

３－３ 地上デジタル放送化置局プラン 

DBS、BTV の地上デジタル放送化の置局プランに関連する主な事項は以下のとおりである。 

 

(1) カバレージ予測について 

電波測定や電波伝搬シミュレーションによるカバレージの予測などは 2014 年 4 月に DBS

がコンサルタントを雇用して実施する予定であるが、今後サービスエリアの拡大時などには、

DBS 独自に検討作業が必要になることから、シミュレーター等の研修も望んでいる。 

 

(2) アナログスイッチオフ（Analogue Switch Off：ASO）について 

ASO は全土一斉ではなく、エリアごとに順次行っていく予定である。大都市を初めに行い、

順次地方に移る予定である。 

 

(3) サイマル放送時のチャンネル確保について 

ボツワナの地理的特徴として、砂漠や国立公園等が空白地帯として電波の緩衝地帯になる

ことを利用して、同一のチャンネルを繰り返し使用しながら、ASO を進めていくという方法

が考えられている。 

図３－３にサイマル放送に向け、どのようにチャンネルを確保していくかというイメージ

を示す。 

まず条件として、第 1 ブロックと第 2 ブロックは距離が離れていて、互いのエリアから電

波が届かないものとする。第 1 ブロックの A、B 局は第 2 ブロックのアナログチャンネルを

デジタル用に使用し、第 2 ブロックの C、D 局は逆に第 1 ブロックのアナログチャンネルを

デジタル用に使用する。ASO が終了した時点で、カバーできなかったエリアに放送サービス

をするために必要な送信機〔ギャップフィラー（Gap-Filler：GF）〕用には停波したアナログ
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チャンネルを再度使用することができる。 

実際は、もっと複雑になると思われるが、原理的にはこのような方法でチャンネルは確保

できると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３ チャンネル確保イメージ図 

 

(4) SFN と MFN について 

デジタル放送網は SFN2と MFN3を併用する予定である。国土の東部など都市が密集してい

る地域では SFN であるが、カラハリなど村と村が 100km 離れているような地域では MFN を

考えている。また、サービスカバレージを 100％に近づけるためには GF が必要と考えてお

り、そこでは SFN が必要である。 

 

(5) デジタル後の番組数について 

DBS は、デジタル化後は、以下の 3 番組を放送する予定であるが、1 高周波チャンネルに

3 番組を多重運用することが可能である。 

Ch1：ニュース、時事番組、Ch2：スポーツ、エンターテインメント、Ch3：教育番組 

 

(6) 送信所の設備について 

DBS の方針は以下のとおりである。 

・ 送信機の冗長方式は、現在のアナログ放送と同じ、励振器現用/予備切り替え方式＋PA

並列方式を採用するとのこと。 

・ 送信機の監視は、現在のアナログ放送と同様の遠方監視装置で行う。 

                                                   
2 SFN：Single Frequency Network 同一の送信周波数で中継する送信ネットワーク。GF では同一の送受信チャンネルを使用す

ることが多い。 
3 MFN：Multi Frequency Network 異なる送信周波数で中継する送信ネットワーク。 

緩
衝
地
帯 

A 局（大都市） 

ア 38ch→デ 40ch 

B 局

ア 25ch→デ 30ch 
GF

C 局 

ア 40ch→デ 38ch 

D 局 

ア 30ch→デ 25ch

GF 

注：GF は ASO 後に実施 

第１ブロック 

第２ブロック 
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・ 非常用電源は発動発電機と 2 時間バックアップ可能な無停電電源装置（Uninterruptible 

Power Supply：UPS）を新規整備する。 

サイマル放送に対応するため、アナログとデジタルの両方をカバーできる発電容量をも

たせる。 

・ アンテナ、給電線、鉄塔は既設流用し、アナログとデジタルの送信信号を新規共用器で

合成する。 

・ 局舎・鉄塔は既設流用する。 

・ SADC 諸国との間で、国境周辺の干渉問題を含む、周波数計画は合意済みである。 

 

(7) サイマル放送時の送信機について 

デジタル送信機のほかに、図３－４に示すような機材を新規に設備することを考えている。

具体案は以下のとおりである。 

・ 衛星受信機を現在使用しているアナログ用 PAL（Phase Alternating Line：アナログ・カラ

ーコンポジット映像信号の規格の一つ）信号のほかに、デジタル TS（Transport Stream：

デジタル信号のビット列の一形態）信号も出力できるものに交換する。 

・ アナログ放送波とデジタル放送波を 1 本のアンテナに供給するためにアンテナ共用器を

新設する。 

なお、アンテナや給電線はサイマル放送にかなうものが既に据え付けられているとのこと

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－４ サイマル放送時の送信機構成 

 

また、DBS は、UHF のほかに VHF も使用する計画であるが、VHF 帯の使用は他国との間

で干渉を生じた場合、ITU での協定により UHF の方が優先されるという問題があり、今後の

大きな検討課題となる。 

 

３－４ 地上デジタル放送普及促進策 

具体的かつ地上デジタル放送普及全般にわたる普及促進策は、まだ検討されてはいない。ただ

PAL 

TS 
デジタル送信機 

ア
ン
テ
ナ
共
用
器 

衛
星 

受
信
機 
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し、個別にセットトップボックス（Set-Top-Box：STB、地上デジタル放送等の信号を一般のテレ

ビで視聴可能な信号に変換する装置）の支給を全戸に対して行うことなど、アイデアレベルの検

討が断続的に行われている。 

地上デジタル放送の普及促進策は、多角的に分野横断的にかかわってくるものもあり、PMO が

設置されることにより、多角的な促進策の検討に拍車がかかることが期待される。また、受信者

の観点、放送局及び受信機の販売を行う小売店事業者などの観点と、さまざまなステークホルダ

ーの観点に立脚した普及促進策の検討が求められる。 

日本でのコールセンターに代表されるような、受信者支援の具体策について、今後、日本の経

験を共有するなど助言が必要である。 

 

３－５ データ放送について 

BTV では、現在デジタル送信機によるデータ試験放送を、ハボロネ周辺をカバーするシビレ送

信所から実施している。データ放送については、シビレ送信所からのみであるが、フランシスタ

ウンでも多重化装置を導入し、2014 年 4 月 1 日からデータ放送を実施する予定である。今後、政

府機関、公共設備及び個別世帯に、日本の総務省の支援で提供されているテレビ 100 台、STB 100

台を据え付け、データ放送の認知度を広げていく取り組みを行う予定である。 

データ放送規格については、BML〔Broadcast Markup Language：電波産業会（ARIB）によって

策定された、データ放送向けのページ記述言語〕を念頭に置いているが、将来的には HTML5 

（Hyper Text Markup Language：ウェブ上の文書を記述するためのマークアップ言語。5 は開発中

の BML より高機能の次世代版）へ移行することも同時に検討している。BML の基礎的な技術に

ついては、2013 年度に総務省が実施したデータ放送の実証実験により、ある程度身に付いている

ものであるが、研修は関係する機関・部門であるマーケティング、プログラム技術者及び放送技

術者らからそれぞれ一人もしくは二人の参加であったため、今後は、他の職員のデータ放送番組

制作技術の習得が急がれる（表３－３参照）。 

 

表３－３ データ放送研修参加者 

組織名 職務名 参加人数

DBS/BTV 番組制作 5 

スタジオ・エンジニア 4 

番組送出 2 

ニュース制作 2 

CG 1 

マーケティング 2 

送信技術 4 

IT 1 

MTC  2 

警察  1 

気象庁  1 
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保健省  1 

教育省 教育テレビ 2 

農業省  1 

IT 会社  1 

 

現状では、データ放送番組制作システムの全体像に対して理解が乏しいこと、非番組連動型コ

ンテンツ（例えば、番組内容に関連した情報ではなく、ニュースや天気予報など、いつでも入手

できるようにコンテンツ化されているデータ放送番組）のデータ更新やこれに伴う運用は電話や

メール等の人間介在による伝達により行われている状況である。今後緊急警報放送システム

（Emergency Warning Broadcasting System：EWBS）をボツワナに導入する場合、警報発令の手順

マニュアルもない状況であること、番組連動型コンテンツの実用的な技術の不足及びデータ放送

コンテンツに対するニーズの未把握等の課題があり、実践国である日本の経験を通してさらに学

ぶことが、効率的なデータ放送番組制作の能力向上につながると考えられている。 

なお、データ放送規格として、ブラジルで採用されている GINGA（ブラジルで開発されたデー

タ放送向けのページ記述言語）を採用することはないことを DBS より確認している。 

 

３－６ 番組制作体制及び人材育成 

BTV は、放送番組数のおよそ 37 %を国外からの購入番組または外注による制作番組で放送し

ている。ボツワナには民間の番組制作会社も複数社あり BTV と民間放送局に番組を供給してい

る。BTV では、今後、国外からの購入番組比率を下げ、ローカルコンテンツの充実を図っていき

たいとしている。 

またデジタル化にあたりチャンネル数を二つ増やす予定であるとともに、番組制作機材（スタ

ジオ機材）がすべて HD 化される予定なので、今後は、HD 番組制作技術の習得も必要となる。

そのため、新規技術の会得と同時に新たなスタッフを増やさなければならず、地上デジタル放送

化に向けた制作体制の拡充及び職員の能力向上は喫緊の課題である。 

しかしながら、DBS 内では研修計画はなく、日常的な研修は行われていない。BTV の職員は、

基本的には、実践を通して技術を習得しており、ベースとなる知識は、大学のメディア分野で学

んだことに限られている。研修には実技・実務を通して教育・訓練すること（On the Job Training：

OJT）だけではなく、基礎知識の向上に資するものも必要である。 

 

３－７ 他機関との連携 

放送行政に関連する機関としては、MSP を頭にして大きく 2 系統に分かれている。一つは放送

サービスに直接かかわる DBS と BTV のライン、もう一つは行政と制度に係る MTC と BOCRA

であり、完全な縦割り行政と考えてよい。具体的には、DBS の管理の下、BTV が放送局運営を行

っている図式であり、一方では運輸通信行政全体を所掌する MTC の下部組織として、BOCRA が

規制機関として放送規約の監視や免許申請業務を取り扱っているという図式である。地上デジタ

ル放送化にあたっては、当然どちらの機関も重要で、連携して施策を策定することが強く望まれ

る。 
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しかしながら現状は、ようやく省庁横断的な組織として PMO の立ち上げがスタートしたとこ

ろである。その構成員には DBS や BOCRA も含まれており、早急に関係機関が連携した活動が開

始されることを強く望みたい。 

 

３－８ 今後の課題 

(1) EWBS 運用について 

EWBS の特長は、災害時に緊急警報信号を使用して、迅速に情報を伝達できることである。

EWBS がその特長を生かして機能するには、地震センサーや潮位観測計など災害を探知でき

る観測装置から観測データを収集して、緊急警戒放送の可否を迅速に判断する機関の能力、

それを迅速に送信する放送局の能力、視聴者の受信機等の普及が揃って初めて機能するもの

である。ボツワナの現状及び課題を表３－４に示す。 

 

表３－４ 緊急警戒放送にかかわる現状と課題 

 整備されるべき 
機能 

現  状 課  題 

1 災害観測能力 ・ 災害情報は主に気象局が観測

し、Email、Fax 等で NDMO
へ伝達。 

・ 観測能力の向上 

2 災害機関（NDMO）

の能力 
・ 国家災害リスク管理計画はあ

るものの、災害ごとに対処要

領をまとめた標準実施要領

（SOP）は未整備である。 
・ 配置人員は 5 名しかおらず、

災害対処のため 24 時間体制

で運用することは困難。 

・ EWBS の特長を生かした迅

速な警報が発出できる体制

の構築 

3 法的根拠 ・ 緊急警戒放送を実施する災害

規模の基準、法的根拠が未整

備。 

・ 警報の基準や法的根拠の整

備 

4 放送局の能力 ・ 必要機材は整備している。 ・ 災害機関との情報伝達の連

携強化 
・ 機材の運用維持にかかわる

人材育成 
5 視聴者の受信能力 ・ EWBS 受信可能な受像機はま

だ市場に出ていない。 
・ EWBS 受信可能な受像機の

普及 
 

ボツワナでは、災害時の緊急警報は、MSP の NDMO が情報サービス局、放送サービス局、

警察が主な機関となり実施している。通常、気象局等の情報提供機関からの災害情報が Email、

Fax、電話などで NDMO に伝えられ、NDMO から各地域の災害委員会、情報サービス局、放

送サービス局、警察、その他関係機関に通報される。なお、通信会社 3 社は自社の携帯サー

ビスにより、災害情報の提供を既に実施しており、特に Mascom はエリアを限定して情報を

送ることができる。 
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しかし、緊急警戒放送は、これらのサービスによる災害情報の提供とは性格が異なり、政

府の判断により特に緊急性の高い災害に対して使用されるものである。また、その運用時に

は、市民の公共財である放送サービスが中断され、放送番組内容について責任を一元的に保

持する放送局の番組内容を侵すことにもなり、頻繁な誤報はシステムに対する国民の信頼を

損ねるおそれもあり、運用には、国民のコンセンサスに基づく法的根拠が必要になると考え

られる。 

ボツワナでは、EWBS が必要となる災害は決して多くはなく、日本と同じ基準で運用する

可能性は考えられず、今後どのようにボツワナに合った運用体制を構築するか議論する必要

があると考えられる。 

 

(2) 電波法や放送法並びにメディアに関連した法令について 

電波法や放送法並びにメディアに関連した法令は少なく、新たな制度設計が必要となるこ

とも調査団は想定している。「2004 年放送規則」第 5～7 条により、報道、天気予報、金融、

交通情報についてはスポンサーシップが認められないことが規定されている。そのため、デ

ータ放送開始時にはニュースや天気予報、交通情報等について常時視聴できることになるた

め、これらに即した法整備が必要になるかどうか、引き続き調査が必要である。なお、唯一

の民間放送局である eBotswana にも適用されるのかについても、今後の調査が必要である。 

 

(3) 民間の独立番組制作会社への支援 

ボツワナには、独立の番組制作会社が存在する。BTV はこれらの独立番組制作会社から購

入した番組も放送しており、迅速な地上デジタル放送化を推進するには、独立番組制作会社

の HD 番組制作能力の向上も必要である。 
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第４章 ボツワナ側との協議結果に基づく PDM への提言 
 

４－１ プロジェクト目標の指標 

現地調査においてプロジェクト目標の指標に HD の要素を加えることが必要と判断されたため、

指標 2 に「ISDB-T 方式に対応したデータ放送を含む高解像度（HD）番組の制作・放送に必要と

して計画された設備・人員が整備される」を記載した。 

 

４－２ 活動と成果 

(1) 作業部会の設置 

周知広報に係る活動についても作業部会が必要なため、活動 1-1 を「技術・許認可作業部

会、周知広報作業部会を設立する。」とした。 

 

(2) ASO に向けた工程計画の策定 

本プロジェクト開始前に DBS が ASO に向けた工程計画を立案する予定であることから、

活動 1-2 を「ASO に向けた工程計画を見直す」とした。 

 

(3) ISDB-T に係る技術規格の策定 

本プロジェクト開始前に BOCRA が ISDB-T に係る技術規格を立案する予定であることか

ら、活動 1-3 を「ISDB-T に係る技術規格を見直す」とした。 

 

(4) 周波数計画/チャンネルプランの策定 

ボツワナ側では、既存のアナログ放送の周波数と送信所をそのまま利用してデジタル放送

に切り替える計画で機器調達・整備を進めており、当初想定していた活動 1-5「周波数計画/

チャンネルプランを策定する」は不要となった。 

 

(5) 送信ネットワーク構築計画の策定 

ボツワナ側では、既存のアナログ放送と同様に衛星回線を使用して送信ネットワークを構

築する計画であり、当初予定していた活動 1-6「送信ネットワーク構築計画を策定する」は

不要となった。 

 

(6) 周知広報計画の策定 

本プロジェクト開始前に DBS が国民に向けた周知広報計画を立案する予定であることか

ら、「活動 1-5 地上デジタル放送への移行に係る国民向け周知広報計画を見直す」とした。 

 

(7) HD 番組制作能力の育成 

活動 2-2 を広範かつシンプルな表現とすべく、「HD 番組制作能力を育成する」とした。 
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(8) デジタル放送化に必要な各種計画の策定に係る指標 

上記(4)及び(5)の活動の策定に伴って、「指標 1-1 アナログスイッチオフ（ASO）に向け

た工程表が策定される」、「指標 1-2 受信機の国内規格が制定される」、「指標 1-3 地上デジ

タル放送局免許基準が制定される」、「指標 1-4 周知広報計画が策定される」を策定した。

なお、送信機のパラメータ設定はチャンネルプランの制定に伴って大部分が決まり、その他

のパラメータは、送信ネットワークの変更（変調方式、チャンネル変更、送信出力変更等）

に応じて送信機のマニュアルに従って設定するだけであり、特段の支援は不要である。 

 

(9) DBS の番組制作能力の向上に係る成果と指標 

DBS の番組制作能力の向上に係る成果に HD の要素が欠けていたため、成果 2 を「DBS の

HD 及びデータ放送を含む番組制作能力が向上する」とし、指標 2-2 として「HD 番組制作マ

ニュアルが作成される」を策定した。 

 

４－３ 日本側投入 

(1) 専門家 

上記の活動の策定に伴って当初想定した「送信中継機材/周波数計画」及び「置局計画」を

削除し、「ASO 計画/技術規格」とした。また、総括専門家に「政策・戦略」の業務を付加し

た。 

 

(2) 供与機材 

当初想定した周波数計画/チャンネルプランの策定に係る協力が不要になったことに伴っ

て、「周波数計画用電波伝搬シミュレーター×2 式」と「シミュレーター用パソコン×2 台」を

供与機材から除外した。 

また、DBS が HD 用スタジオ機材の調達を進めていること及び既存 ENG カメラは HD 用

にも使用できることが確認されたため、HD カメラを供与機材から除外し、コンテンツマネ

ジメントシステム一式のみを供与機材とした。 

 

(3) 研修員受入れ 

ボツワナ側の要望を聞き取ったうえで、現地における専門家の活動を補完して協力効果を

高められるよう、研修員受入れの対象を「HD スタジオ運用（カメラ、照明、音声、映像技

術）」と「地上デジタルテレビ放送研修（データ放送を含む）」とした。 

「HD スタジオ運用」は、カメラ、照明、音声及び映像技術担当職員に対して、それぞれ

の分野の専門家が HD 番組制作技術を移転することを目的としたものであり、現地における

「HD 番組制作」専門家の活動を補完するものである。 

「地上デジタルテレビ放送研修」は DBS の Engineering 部門を対象に ISDB-T の理論等を

学ぶことを主眼にした研修であり、課題別研修の活用を念頭に置いている。 

「データ放送」は、「データ放送が実際にどのようなプラットフォーム上で作成、更新、

放送されているのかを学びたい」という DBS からの要望に応えるものであるが、上記の課題
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別研修で対応可能かは引き続き検討を要する。 

 

(4) 電波測定 

置局計画は DBS で作成するため、電波測定に係る日本側の投入を削除した。 

 

４－４ ボツワナ側投入 

(1) C/P 

C/P に副プロジェクトマネジャー（BOCRA からを想定）と周知広報作業部会長を追加し、

各作業部会についてはリーダーを C/P に位置づけることとした。なお、これに伴って、ボツ

ワナ側の投入に「各作業部会メンバー」を追加した。 

 

(2) プロジェクト用車両 

プロジェクト用車両は、専門家の人数を勘案して、2 台とした。 

 

(3) 既存機材の投入 

「ISDB-T への移行に向けて技術協力プロジェクト期間中に調達すべき機材一式」に加えて

「地上デジタル放送に活用できる既存 BTV 施設・機材：一式」を追加した。 
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第５章 プロジェクトの概要 
 

５－１ プロジェクト名称 

和文名称：地上デジタル放送日本方式実施プロジェクト 

英文名称：Implementation of Digital Migration Project 

 

５－２ 協力期間 

2014 年 7 月から 2016 年 6 月まで（2 年間）（予定） 

 

５－３ プロジェクト実施機関 

大統領府 放送サービス局（MSP DBS） 

 

５－４ プロジェクト目標 

協力終了時に達成すべき目標（プロジェクト目標）とその指標・目標値は以下のとおりとする。 

【目標】 

DBS が自立して ISDB-T の特長を生かした地上デジタル放送を実施する環境が整う。 

【指標】 

1. ボツワナテレビ（BTV）が実施する地上波データ放送が○％以上の視聴者に認識される。 

2. ISDB-T 方式に対応したデータ放送を含む高解像度（HD）番組の制作・放送に必要として

計画された設備・人員が整備される。 

注）これらの指標値は、プロジェクト開始後 3 カ月以内にベースライン調査を行ったうえ  

で、プロジェクト開始後 6 カ月以内に設定し、合同調整委員会（Joint Coordination 

Committee：JCC）の承認を受ける。 

 

５－５ 上位目標 

協力終了 3 年後に達成することが期待される目標（上位目標）とその指標・目標値は以下のと

おりとする。 

【目標】 

ISDB-T の特長を生かした地上デジタル放送が効果的に利用できる。 

【指標】 

1. 地上デジタル放送サービスエリアが 65％以上（NPD10 目標値）になる。 

2. データ放送コンテンツと連動した番組が年間○本以上放送される。 

3. HD 放送番組が年間○本以上放送される。 

注）指標 2 と 3 の目標値は、プロジェクト開始後 6 カ月以内に設定し、JCC の承認を受け   

る。 

 

５－６ アウトプットと活動 

プロジェクト目標を達成するために、以下のアウトプットを計画した。 
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【アウトプット】 

1．デジタル放送化に必要な各種計画が策定される。 

2．DBS の HD 及びデータ放送を含む番組制作能力が向上する。  

 

それぞれのアウトプットの発現を確認するための指標と、アウトプットを発現するために必要

な活動を以下のように計画した。 

 

(1) アウトプット１：デジタル放送化に必要な各種計画が策定される 

【指標】 

1-1. アナログスイッチオフ（ASO）に向けた工程表が策定される。 

1-2. 受信機の国内規格が制定される。 

1-3. 地上デジタル放送局免許基準が制定される。 

1-4. 周知広報計画が策定される。 

 

【活動】 

ボツワナにおいて地上デジタル放送を実施するためには、新たに地上デジタル放送用の

機材とチャンネル及び受信機が必要で、それらに係る技術規格や免許基準を策定しなけれ

ばならない。また、受信機側の対応を行う受信者、すなわち国民に対してきめ細かい施策

を施す必要があるので、ASO に向けた工程表を策定することが重要である。 

以下にその具体的内容を示す。 

 

1-1. 技術・許認可作業部会、周知広報作業部会を設立する。 

「技術・許認可作業部会」及び「周知広報作業部会」を立ち上げるべく、作業部会

の目的、位置づけ、作業内容、責任範囲等をボツワナ側と確認のうえ、具体的な人選

を行って、必要な承認を得る。 

1-2. ASO に向けた工程計画を見直す。 

ボツワナ側がドラフトした ASO 地区割及び工程計画を確認し、BTV の送信所整備

計画、受信機の普及見通し等の地上デジタル放送対応の現状を調査・確認のうえ、必

要に応じて見直し案の提案を行って、必要な承認を得る。 

1-3. ISDB-T に係る技術規格を見直す。 

ボツワナ側がドラフトした ISDB-T に係る技術規格を確認し、地上デジタル放送対

応に向けて制定すべき技術規格の確認及び一般的な規格との比較を行ったうえで、必

要に応じて見直し案の提案を行って、必要な承認を得る。 

1-4. 地上デジタル放送局免許基準に係る規定を策定する。 

既存の放送局免許基準のうち、加筆修正が必要な事項を確認のうえ、加筆修正案を

ドラフトし、ボツワナ側とともに見直し・修正を行って、必要な承認を得る。 

1-5. 地上デジタル放送への移行に係る国民向け周知広報計画を見直す。 

ボツワナ側がドラフトした周知広報計画を確認し、ベースライン調査を含む視聴者
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分析と周知広報に係る組織の検討を行って、周知広報活動案を策定し、必要な承認を

得る。その後、必要な組織を立ち上げて、周知広報活動を実施する（JICA 専門家は実

施を支援する）。 

 

(2) アウトプット 2：DBS の HD 及びデータ放送を含む番組制作能力が向上する 

【指標】 

2-1. BTV 内にデータ放送を取り扱う部門が設置される。 

2-2. HD 番組制作マニュアルが作成される。 

2-3. データ放送番組制作研修システムが確立される。 

2-4. データ放送コンテンツが放送される。 

 

【活動】 

アナログ放送からデジタル放送への移行により、新技術に裏打ちされた新しい番組づく

りが可能となる。すなわち、高精細（HD）な画像を放送できるほか、放送中の番組紹介等

を行う番組連動型データ放送や放送中の番組から独立して天気予報等を提供する番組非

連動型データ放送が可能となる。これらの番組を制作・放送していくためには、組織体制

の見直しや新機材の習熟に向けてのスタッフ研修はもとより、新しい番組の市場調査をベ

ースとしたデジタル放送の番組編成計画の作成等が必要である。 

以下にその具体的内容を示す。 

 

2-1. 番組制作作業部会、番組編成作業部会、データ放送作業部会を設立する。 

「番組制作作業部会」、「番組編成作業部会」及び「データ放送作業部会」を立ち上

げるべく、作業部会の目的、位置づけ、作業内容、責任範囲等をボツワナ側と確認の

うえ、具体的な人選を行って、必要な承認を得る。 

2-2. HD 番組制作能力を育成する。 

BTV の番組制作能力を評価のうえ、研修計画を策定、研修用教材を作成し、研修 1

として番組制作の企画検討・リサーチ、制作及び評価を行う。その後研修 2 として研

修 1 のレビュー、企画検討・リサーチ、制作及び評価を行う。 

2-3. データ放送を専門に制作する組織を設立する。 

現状組織を分析のうえ、新たな組織図、各部門の所掌、専門職への登用条件等を策

定し、ボツワナ側と調整、必要な承認を得て、組織を立ち上げる。 

2-4. データ放送制作研修システムを整備する。 

現状の職員採用基準や OJT の方法を分析のうえ、データ放送制作研修システムを立

案、必要な承認を得る。その後、研修教材を作成し、研修を実施、研修の成果を検証

し、必要に応じて研修システムや教材の見直しを行う。なお、上記と並行してデータ

放送コンテンツマネジメントシステムの調達に必要な仕様書を作成し、研修開始前に

機材を調達する。 
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2-5. 市場調査ニーズに基づくデータ放送を含めたデジタル放送の番組編成計画を作成す

る。 

データ放送に関する市場調査を実施し、その内容を分析のうえ、データ放送を含め

たデジタル放送の番組編成計画をドラフトし、ボツワナ側と確認・修正のうえ、必要

な承認を得る。承認された番組編成計画に基づいて番組を制作・放送し、その結果を

検証し、必要に応じて見直し案を作成する。 

2-6. 番組連動型・非連動型のデータ放送番組の企画・制作を行う。 

番組連動型・非連動型のデータ放送番組の企画を検討、テンプレートを作成し、必

要な承認を得る。承認された企画に沿って非連動型番組を制作・放送し、その結果を

受けて必要に応じて企画の見直し・修正・承認・テンプレート作成を経て、連動型番

組を制作・放送する。その結果をレビュー、評価し、必要な改善提案を行う。 

 

５－７ 日本側投入 

(1) 短期専門家 

 総括/政策・戦略 

 組織/研修計画 

 ASO 計画/技術規格 

 周知広報計画 

 HD 番組制作 

 データ放送番組制作 

 データ放送番組編成 

 

(2) 本邦研修 

 HD スタジオ運用（カメラ、照明、音声、映像技術） 

 地上デジタルテレビ放送研修（データ放送を含む） 

 

(3) 供与機材 

 データ放送コンテンツマネジメントシステム：一式 

 

５－８ 相手国側投入 

(1) C/P の配置 

 プロジェクトマネジャー（DBS） 

 副プロジェクトマネジャー（BOCRA） 

 技術・許認可作業部会長 

 周知広報作業部会長 

 番組制作作業部会長 

 番組編成作業部会長 

 データ放送作業部会長 
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(2) 作業部会の設置 

 技術・許認可作業部会 

 周知広報作業部会 

 番組制作作業部会 

 番組編成作業部会 

 データ放送作業部会 

 
(3) 施設及び資機材 

 JICA 専門家用プロジェクト事務所（BOCRA 及び DBS 内） 

 プロジェクト用車両：2 台 

 地上デジタル放送に活用できる既存 BTV 施設・機材：一式 

 ISDB-T への移行に向けて技術協力プロジェクト期間中に調達すべき機材：一式 

注）「調達すべき機材」はプロジェクト開始後 6 カ月以内に設定するものとするが、本プロ

ジェクトの活動に直接関連する機材は以下のとおりである。 

 ASO 計画の検討に必要なデジタル信号アナライザー（測定器） 

 
５－９ JCC 

以下を目的として JCC を結成し、プロジェクト期間中に 4 回委員会を開催する。 

 プロジェクトの年間活動計画の承認 

 プロジェクトの全体的な進捗のレビュー 

 プロジェクトの監督と評価・承認 

 プロジェクト実施中に発生した主要課題についての意見交換 

 

委員会の構成は以下のとおりとする。 

＜ボツワナ側＞ 

 プロジェクトディレクター（議長）：MTC 次官 

 C/P メンバー 

 ボツワナ側が選定した関係者 

＜日本側＞ 

 JICA ボツワナ支所所長 

 日本人専門家 

 日本側が選定した関係者 

＜その他オブザーバー＞ 

 日本大使館職員 

 議長が招へいした者 

 

５－10 前提条件及び外部条件 

５－10－１ 前提条件 

プロジェクトを開始する前に満たされているべき前提条件は以下のとおりである。 
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 関係省庁による地上デジタル放送移行への協力体制が整う。 

 

５－10－２ アウトプット発現のための外部条件 

活動の結果としてアウトプットが発現するために満たされるべき外部条件は以下のとおり

である。 

 C/P が継続的にプロジェクトに従事する。 

 研修受講者が BTV を退職しない。 

 

５－10－３ プロジェクト目標達成のための外部条件 

プロジェクトのアウトプットによってプロジェクト目標が達成されるために満たされるべ

き外部条件は以下のとおりである。 

 関係機関による各種許認可手続きが滞りなく行われる。 

 研修受講者が BTV を退職しない。 

 

５－10－４ 上位目標達成のための外部条件 

プロジェクトのインパクトとして上位目標が達成されるために満たされるべき外部条件は、

ボツワナ側と取り交わしたミニッツでは「地上デジタル放送対応受信機が計画上想定された価

格程度で販売される」としていたが、以下のとおり追加・修正することとした。 

 地上デジタルテレビ放送網の整備拡充及び関連機材の整備が計画どおり実施される。 

 地上デジタル放送対応受信機が計画上どおり一般世帯に普及する。 

注）これらの指標値（計画内容）は、プロジェクト開始後 6 カ月以内に設定し、JCC の承認

を受ける。 

 

５－11 留意事項 

(1) プロジェクト実施体制について 

本プロジェクトは DBS を主な対象としているが、活動 1-3 と 1-4 は BOCRA を中心とした

活動になる。そのため、プロジェクトマネジャーは DBS、副プロジェクトマネジャーは

BOCRA から出す計画とした。 

ボツワナ政府は、地上デジタル放送移行プロジェクトの実施管理母体として関連省庁の代

表者で構成される PMO の設立を予定している。PMO の主要メンバーは既に選定済みの模様

であるが、いまだ正式に発足していないため、メンバーリストは入手できなかった。なお、

PMO の構成メンバーは、日本の総務省との共同作業部会のボツワナ側メンバーとほぼ同じに

なるとの説明であった。 

地上デジタル放送への移行にあたって当面整備する機材等が、将来、EWBS を導入する場

合にも対応できるようにしておくために、NDMO や気象局などの関連組織との意見交換や調

整が必要になると思われる。また、上位目標達成のための前提となる STB の製造・販売を促

進するための施策の立案・実施にはさまざまな省庁の協力が必要と考えられる。これらの調

整については PMO が重要な役割を担うものと考えられる。 
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PMO の設立をプロジェクト開始のための前提条件とはしなかったが、省庁をまたぐ意見交

換・調整・協力を円滑に実施するためには PMO の設立が必須であり、ボツワナ側の説明ど

おり順調に設立されるか注視し、万一、設立が遅れるようであれば、日本からボツワナ側に

早期設立を迫ることも検討すべきであろう。本プロジェクトを中心にした場合の PMO と JCC

の関係は、ミニッツの ANNEX Ⅲに図示したとおり、JCC は本技術協力プロジェクトに関す

る事項を DBS と JICA が共同して調整する組織であり、PMO は地上デジタル放送移行に係る

すべてのプロジェクトをボツワナ政府として一元的に管理する組織で、JCC の議長は PMO

のメンバーを兼ねている。 

 

(2) EWBS について 

EWBS に関連して NDMO から現状を聴取したところ、気象局の予測体制や NDMO の警

報・注意報の発令基準等が必ずしも十分ではないことが判明した。現状では、警報・注意報

はテレビ、ラジオ、携帯電話の SMS（Short Message Service：携帯電話同士で短いテキスト  

メッセージを送受信するサービス）等を通じて伝達されているが、NDMO は現状において

も普及している SMS が効果的と考えている。 

ASO までにテレビに装着する STB を普及させる必要があるのに対して、地上デジタル放

送に対応した携帯端末の普及は携帯電話サービス事業者の協力を得る必要があり、その開

発・販売・普及は STB に比して優先度が低くならざるを得ない。一方、地上デジタル放送化

に伴い、データ放送を通じて災害に伴う交通規制等の情報をより効果的に放送することが可

能になる。 

EWBS はテレビが消えて（待機状態に）いたり他の番組を視聴していたりしても、自動的

にテレビをつけて災害警報放送の番組を映すため、前述の予測体制や NDMO の警報・注意

報の発令基準等の整備に加えて、通常は、民間放送局の独立した放送権との関連などを含め

て法律上の整理も必要である。 

このような状況にかんがみ、ボツワナ側との協議では「総括/政策・戦略」と「ASO 計画/

技術規格」の専門家がそのアサイン期間内で、新規導入機材・システムが EWBS に対応また

はアップグレード可能になるように必要な助言を行い、EWBS 対応携帯端末の普及や関連法

制度の整備の進捗状況に応じて投入の追加も検討することとした。 

 

(3) 調達機材の仕様について 

DBS が調達する機材の仕様に関する助言は活動として明記されていないが、推奨される

ASO 計画や技術規格に合致するように、「ASO 計画/技術規格」担当の専門家が必要に応じて

助言を行うこととした。 

 

(4) 受信機について 

受信機の普及に関して、当面は受信機国内規格の作成支援や周知広報活動により支援を行

うが、状況によっては、投入を追加して以下のような活動を行う必要性が生じる可能性もあ

る。 
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① 受信機適合試験（市場で販売される受信機が放送波を適切に受信できるかの試験）の

実施体制を構築する。 

② 受信機購入支援策（地上デジタル放送対応受信機購入割引券の配布、低所得者向けの

受信機無料配布等）を策定する。 

③ 受信機製造・販売者支援策（ボツワナ国内メーカーに対する補助金、税制優遇措置、

海外メーカーとの提携の仲介、海外メーカーに対する優遇策等）を策定する。 

④ 受信機普及促進を目的とした、政府と民間の連携体制を構築する。 

 

(5) プラットフォーム化について 

現在、DBS はプラットフォーム化を考えていないが、eBotswana が独自で送信機設備の整

備等を行えなければ、上位目標の達成に影響を与えるおそれもあるため、必要に応じて、プ

ロジェクトのなかで、一部の機材やシステムを共用することを示唆する（支援する）など、

協力を行うことも考えられる。 

 

(6) プロジェクト開始までにボツワナ側が行う事項について 

以下の事項は本プロジェクト開始前に行う予定であることがボツワナ側から表明され、そ

れを前提にプロジェクトの計画を立案している。 

 PMO の立ち上げ 

 地上デジタル放送移行後のカバレージ予測 

 ASO に向けた工程計画のドラフト作成 

 ISDB-T に係る技術規格のドラフト作成 

 周知広報計画のドラフト作成 

プロジェクトを円滑に開始するために、これらの事項の進捗について随時モニターし、必

要に応じてボツワナ側に注意喚起できる体制をとることが望ましい。 
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第６章 プロジェクトの評価結果 
 

６－１ 妥当性 

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

 相手国の政策上の位置づけ：ボツワナ政府は、2015/2016 年度を 終年とする NDP10 にお

いて、ITU の地域会議における勧告に従って 2015 年までにアナログ方式からデジタル方式

へ移行することを基盤整備の重点項目とするとともに、放送配信範囲を国土の 65％、人口

の 96％に拡大することを目標としている。 

 わが国援助政策等との関連：日本の外務省の対ボツワナ共和国事業展開計画では①経済成

長のための基盤整備、②貧困地域の開発促進を重点分野としており、本プロジェクトは①

経済成長のための基盤整備のうちの情報通信基盤強化プログラムのなかに位置づけられる。

また、日本の総務省は日本方式地上デジタル方式の諸外国への普及拡大をめざしてさまざ

まな支援活動を行っている。 

 日本の技術の比較優位性：ボツワナ政府が導入を決定した地上デジタル放送は日本が開発、

実用化した ISDB-T 方式であり、ボツワナに対して関連技術に関する支援を行えるのは日本

のみといっても過言でない。 

 

６－２ 有効性 

本プロジェクトは、以下の理由から有効性が高いと見込まれる。 

 アウトプットの計画の適切性：本プロジェクトで計画している二つのアウトプットは、

ISDB-T の特長を生かした地上デジタル放送の実施に向けてボツワナが解決すべき主要な計

画立案及び DBS の人材育成に係る課題を網羅している。 

 プロジェクト目標の指標値の適切性：プロジェクト目標の指標のうち、「視聴者の認識度」

の数値目標は、プロジェクト開始後にその時点における認識度に係るベースライン調査を

行って設定する。また、「必要として計画された設備・人員」は、プロジェクト開始後に JICA

専門家がボツワナ側の計画内容を確認のうえ、設定する。さらに、これらの指標値は JCC

で確認することになっており、これらの過程で適切な指標値とすることが可能である。 

 プロジェクト目標の適切性：ターゲットグループが明確で、人数も限られていることから、

プロジェクト期間中にプロジェクト目標を達成することは十分に可能である。 

 外部条件が満たされる可能性：ボツワナにおける放送関連各種許認可を主管する BOCRA も

本技術協力プロジェクトに C/P として参加する計画であり、許認可手続きが滞る可能性は

低いと判断される。過去数年間における BTV の専門職員の離職率は低いとのことであり、

本技術協力プロジェクトの研修受講者が退職する可能性は低いと判断される。 

 

６－３ 効率性 

本プロジェクトは、以下の理由から効率性が高いと見込まれる。 

 活動と投入の適切性：活動と投入の因果関係に問題はみられない。投入内容と投入量につ

いては、既存機材やボツワナが調達を進めている機材の活用等を詳細計画立案にあたって
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十分に考慮しており、適切な投入が計画されている。 

 他のスキームとの連携：文化無償資金協力「国営テレビ局（BTV）番組ソフト整備計画」

で調達される番組ソフトは HD に対応したものであり、地上デジタル放送への移行及び HD

化によってその効果を 大限に発揮できる。本プロジェクトの活動は、日本の総務省が実

施している「南部アフリカ地域における ISDB-T を活用した高度データ放送システム普及の

ための調査検討」（2013 年度）及び「ボツワナ共和国における緊急警報放送実施に向けた調

査等」（2013 年度）の内容を踏まえて計画されており、両者の連携によって効率的・効果的

な支援が可能である。 

 外部条件が満たされる可能性：C/P には責任感の強い DBS 及び BOCRA の上級職員が指名

されるものと考えられ、C/P が継続的に本プロジェクトに従事する可能性は極めて高い。過

去数年間における BTV の専門職員の離職率は低いとのことであり、本プロジェクトの研修

受講者が退職する可能性は低いと判断される。 

 

６－４ インパクト 

本プロジェクトのインパクトは、以下のとおり見込まれる。 

 プロジェクトの効果と上位目標の関連性：ボツワナにおいて ISDB-T の特長を生かした地 

上デジタル放送を効果的に利用するためには、国営放送を担う DBS が自立して ISDB-T の

特長を生かした地上デジタル放送を実施する環境を整えることが必要である。しかしなが

ら、ボツワナではデジタル放送への移行に必要な、ASO に向けた工程表、受信機の国内規

格、地上デジタル放送局免許基準、周知広報計画等の各種計画が策定されておらず、また

DBSの番組制作能力もHD及びデータ放送を含む ISDB-Tの特長を生かせる水準に達してい

ない。したがって、本技術協力プロジェクトを通じて各種計画が策定され、DBS の番組制

作能力が向上すれば、DBS による施設・機材の整備や地上デジタル方式への移行に係る周

知広報活動が実施・継続され、ISDB-T の特長を生かした地上デジタル放送を効果的に利用

できるようになることが期待できる。 

 外部条件が満たされる可能性：地上デジタルテレビ放送網の整備拡充及び関連機材の整備

については、地上デジタル放送への移行が 2015/2016 年度を 終年とする NDP10 の重点項

目の一つとされていることから、さまざまな事情で整備事業に多少の遅れが生じたとして

も本プロジェクト終了 3 年後（2019 年半ば）までに整備が完了する可能性は見込める。 

ボツワナ国内における日本方式の地上デジタル放送に対応した受信機の普及については、

本プロジェクトの活動の結果を受けてサイマル放送期間に優良な番組（HD 番組を含む）や

データ放送が行われ、地上デジタル放送の必要性が周知広報・理解されるとともに ASO に

向けた計画のなかで設定する工程に即して、適正価格で受信機が販売されれば、ボツワナ

経済の急激な悪化等の予期せぬ事態が発生しない限り、外部条件が満たされる可能性が見

込める。なお、受信機の製造・販売については、日本のメーカーが現地企業との連携等を

含めて検討中で、販売時期や価格については販路の確保や市場規模等に左右されるが、ボ

ツワナ政府は適切な時期に適切な価格で受信機が販売されるように必要な対策を立案・実

施する意向であり、日本の総務省によるメーカーに対する働きかけとの協調によって、こ
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の課題をクリアすることが期待されている。 

 

６－５ 持続性 

本プロジェクトは、以下の理由から持続性が高いと見込まれる。 

1) 政策面 

 地上デジタル放送への移行は、高品質な画像とインタラクティブなマルチメディアサー

ビスを活用する機会を与えるとともに周波数の有効活用に貢献するものとして ITU が全

世界的に推進しており、ボツワナも構成員となっている SADC もこれを支持しているた

め、ボツワナ政府が地上デジタル放送への移行を推進する政策を継続することに疑いは

ない。 

2) 組織・財政面 

 ターゲットグループは地上デジタル放送実施プロジェクトに関連する政府職員であり、

活動を継続する組織力は十分ある。 

 これまで DBS の経常予算に不足はなく、データ放送の開始やチャンネル数の増加に伴う

経常予算の確保にも特段の困難は予想されない。 

3) 技術面 

 DBS は 2000 年からアナログ方式のテレビ放送を実施してきた実績があり、本プロジェク

トを通じてデジタル方式に対応するための知識・技術を習得すれば、それらを維持する

能力は十分に備わっている。 

 

６－６ 貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

本プロジェクトが貧困層、環境等に負の影響を与えることは考えられない。ジェンダーに関し

ては、本プロジェクトの直接的裨益対象である BTV の専門職員に多くの女性が含まれているた

め、本プロジェクトは女性の地位向上にも寄与すると考えられる。 

 

６－７ 過去の類似案件からの教訓の活用 

『ブータン国国営放送支援プロジェクト終了時評価調査報告書』（2009 年 4 月）では「プロ

ジェクトの適正な実施と定期的なモニタリングのために、PDM は関係者間でよく共有しておく必

要がある」との教訓が報告されている。本プロジェクトではこの教訓を生かすべく、プロジェク

ト開始後にベースライン調査を実施して PDM 中の指標値を設定することの必要性をボツワナ側

との協議において強調し、ミニッツの中に明記した。 
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